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ここでは、その際のヒントとなる視点について述べる。

　相談支援事業者の立ち上げを阻害する要因として主なものは、①人材面（相談支援専門員として配

置できる人材が法人にいない）、②経営面（経営の見通しがたてづらい）、の 2点が挙げられ、その相

互作用によって参入への消極性が強化されている構造が存在する。

　ひとつめの人材面の課題の背景には、そもそも既存事業を人員的な余裕なく運営している法人が多

いことや、相談支援専門員の資格要件を満たす職員に余裕がない（サービス管理責任者・児童発達支

援管理責任者などと層が重なってしまっている）法人が多いなどの物理的な問題が存在すると言われ

る。さらにその背景としては、福祉分野における職員の定着の問題があると指摘する声もある。

　しかし、相談支援従事者初任者研修を修了した者のうち、現任で相談支援に従事している者は 1割

程度であり、地域の中には潜在的な有資格者が数多くいるのではないかと想定される。

　サービス管理責任者との兼ね合いの問題についても、サービス管理責任者（児童発達支援管理責任

者）研修の受講者の中には、法人内にいざという時のために資格者を有しておきたいという受講動機

の受講者が多数見られることから、潜在的有資格者は一定数存在すると推定できる。

　こうした物理的要因に加え、従来子どもの支援を得意としている法人（従事者）は相談支援のイメー

ジを持ちづらく、相談支援を得意としている法人（従事者）は子どもの支援に不慣れであるという、

イメージの欠如や参入時のスキルへの不安の課題がある。

　経営計画が立案しづらい点は、本来個別給付が馴染まない相談支援という事業のうち、プラン作成

の部分のみが切り出されて個別給付化され、かつ、モニタリングが毎月ではないことが主因である。

すなわち、何人のどのような利用者に対し、どのようなサービス（相談支援）を提供すれば、いくら

くらいの収入があるという試算がしづらい点が課題である。

　また、モニタリングが毎月でないことは、相当数の利用者を担当しないと経営が成り立たず、経営

面の不安や、現場の大変さを慮る想像が先行していると考えられる。

２）参入を促進する取り組み

　ここでは、どのようにして地域のマンパワーを増やしてゆくかの取り組みをステージごとに述べる。

本来的には、基本相談を含めた部分での相談体制全体を見据えたものとなるのが理想であるが、本節

では、とくに計画相談給付費を原資としたマンパワー増強を中心に解説する。

①　参入前

　・計画相談の対象者の精査（仕事量と必要なマンパワーの積算）

　　　地域の中にどれくらいの仕事量があるのかを、明示すること。

　・要因分析

　　　 マンパワーが増えない要因を分析する。手法としては、アンケートやヒアリング、自立支援協

議会の議題として提案し議論する、説明会・懇談会の開催などによって、地域の生の声を聞く

ことが重要であり、それが地域の課題意識にもつながってゆく。

　・参入してくれそうな法人・事業者のスクリーニング

　　　 要因分析をしながら、脈のありそうな法人、あるいは是非とも参入してほしい法人を見つけ出
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す。その作業のなかで、働きかける対象の中心は、児童期の支援に強い事業者なのか、居宅や

介護保険のケアマネのいる事業者なのか、従来からある相談支援事業者の増員を狙うのか。

　・事業説明会や個別の事業者立ち上げ支援

　　　 具体的な業務イメージや指定事務などを含めた説明会や個別の事業者の立ち上げ支援も重要　

である。現時点では、「契約制度のなかでは、立ち上げる法人が努力すべきもの」ではなく、自

治体や先行して事業を実施している法人のバックアップ体制が必須である。

②　参入後

　・相談支援専門員が孤立せずスキルアップしてゆけるしくみ

　　　 相談支援事業を立ち上げた法人や、配置された相談支援専門員の業務を地域でフォローしてゆ

く仕組みがあると、安心して参入することができる。（後述「3．地域での人材育成・スキルアッ

プの仕組みと質の担保」を参照。）

　・（当面は）次第に経営が安定してゆくことを地域で保障してゆくしくみ

　　　 どのようなペースでどのような仕事の依頼があるかは、事業者の経営上の最大の関心事である。

安定した経営が保障できなければ、継続的な事業者運営が困難となり、最終的には利用者の不

利益となる。契約制度のなかでできることには限りがあるかもしれないが、少なくとも利用者

が事業者を選択できるような環境が地域にできるまでは、事業者を安定的に経営できる環境づ

くりも地域ネットワークのなかで解決すべき課題である。

　まとめにあたり、再度強調するが、これらマンパワー拡大の取り組みの主体は、一義的には基礎自

治体である。指定障害児相談支援と指定特定相談支援については、事業者の指定権限も市町村が有し

ており、市町村の主体的な取り組みが要請される。

　圏域などの広域で相談支援体制整備に取り組んできた地域においては、自治体間の連携・調整機能

が今まで以上に求められる。とくに、サービス利用者数の多い自治体を複数抱えたり、事業者が特定

の自治体に偏る傾向にある地域では、留意が必要である。

　また、委託の相談支援事業者や基幹相談支援センターは、行政と協働してマンパワー拡大という相

談支援の体制づくりに取り組むことが自らの業務の一部と自覚して取り組むことが求められている。

　同時に、これらの取り組みには、都道府県や職能団体によるバックアップも有効である。例えば、市

町村の取り組みの支援や都道府県主催での事業者説明会の開催、都道府県内の状況の共有、相談支援

従事者養成研修受講者が実際に相談支援業務に従事しているかのフォローアップ、圏域コーディネー

ターによるはたらきかけ、派遣型アドバイザースタッフの派遣などが挙げられる。

３．地域での人材育成・スキルアップの仕組みと質の担保

　地域内における各種の相談支援に関する事業が有効に機能してゆくためには、第 1節で述べた地域

の相談支援体制整備（しくみの整備）に加え、個別ケースでのチーム支援の積み重ね（とくにサービ

ス担当者会議やケア会議を核とした検討と共有、関係構築の積み重ね）、地域内でのスキルアップ・人
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材育成体制の三本の矢によって、地域連携をすすめてゆくことが重要である。

　すなわち、各々の相談支援専門員の役割をしくみの面においても、個別の支援の場面においても明

確にし、関係者が同じ方向を向いた業務を行うこと、そして自分の役割を遂行できるよう研鑽を積む

ことである。

　こうしたしくみのつくりかたは、障害児相談支援に特化した論点ではない。児童だけの取り組みに

特化せず、相談支援全体の取り組みの中のひとつとして、児童期の体制も位置づけてゆくことが望ま

れる。そうでないと、「子どもの時期の支援は『特殊』」であるとか「子どもの時期の支援は専門性が

高く、難しいから私には無理」といった空気が生まれ、ライフステージに切れ目のある体制が生み出

されたり、児童期に関わるマンパワーだけは増えないといった事態を招きかねない。

　とはいえ、当然、児童期における専門性も求められるため、新たに障害児相談の担い手たちには知

識やスキル面でのサポート（人材育成体制）が必須である。同時に、児童期を得意とする事業者には

相談支援全体を理解してもらう仕組みも必要であり、こうした学びあい、支えあう地域のしくみづく

りが求められる。

１）児童期における相談支援従事者人材育成

　人材育成についても同様のことがいえる。子どもの支援について、最初から切り分けたしくみで育

成するのではなく、相談支援の人材育成体系の一部として、児童期の相談支援に必要な視点・スキル

を位置づけることが望ましい。

　障害児相談支援についてのスキルアップや人材育成については、他の分野のソーシャルワークと同

様、Off-JT（Off-the-Job Training）と OJTを連動させたしくみが必要である。

①　広域連携も視野に入れたOff-JT

　Off-JTはいわゆる「研修会」であり、座学や演習・実習などによる研修を中心に組み立てられる。

図Ⅳ−２２　地域での人材育成
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知識の習得や日常業務のふりかえり、気づきを得るなどの目的で効果を発揮する。規模の大きい研修

は、大きな労力を要したり、企画や運営（中味の組み立て、講師の選定や依頼）などに経験や技量を

要することが多いため、比較的広域の枠組みで何人ものスタッフを擁して作りあげることも多い。

　Off-JTとしては、都道府県や障害保健福祉圏域など比較的広域の枠組みでの発達支援や環境調整、

家族支援などの体系だった専門研修、自治体や地区毎でのその地域で困っていたり共有したいことが

らについての学習会などが想定される。とくに小地域での学習会は、その取り組みの企画・運営や参

加者の交流を通しての地域のネットワークづくりも期待できる。

②　OJTとスーパービジョン

　Off-JTは新たな知識の獲得や業務の振り返りには有効であるが、実践的な面には効果を発揮しづら

い傾向がある。そのため、実践面でのスキルアップをはかる仕組み（OJT）がもう一方で必要となる。

　OJTは、地域でのスーパーバイズ体制の構築と深く関わる。福祉分野では、スーパーバイザー養成

が体系化されていない（＝スーパーバイザーを置ける地域は少ない）ことや、全国的に「1.5人職場」

と言われる相談支援事業者の実情を考えると、多角的に検討したり、合議できる仕組みを地域の中に

作ることが急務である。

　すなわち、OJTを事業所・法人内で実施できる事業所・法人もあれば、単独では困難な事業所・法

Q：広域で行う研修としてはどのようなものが考えられますか。
A：�相談支援従事者養成研修としては、専門コース別研修のひとつとして障害児相談支援が例示されています。カ
リキュラム・内容は各県各様ですが、実施する県が増えてきています。また、障害保健福祉圏域単位で、圏域
コーディネータが中心となって研修会を企画する例もあります。

　　�県内に相談支援と障害児支援両方に精通する人がいる場合は、その人を中心に企画してゆくとよいでしょうし、
そういった人材が見当たらない場合は研修の企画・立案から、県外のアドバイザーに来てもらうことも想定さ
れます。県外講師を招く場合は、その後ずっと講師を依頼するのではなく、次第に自分たちの県のメンバーで
企画・立案してゆけるようにすることも大切です。

　　�内容としては、児童期に特徴的な専門的知識や先進事例についての講演、県内各地での取り組みの共有などが
考えられます。

　　�こうした研修の企画・運営を通して、都道府県内各地の中心を担うメンバー同士の交流やスキルアップが図ら
れてゆきます。そのためにも、ひとりの企画メンバーが一定期間は関わり続けることや、新たな中心を担うで
あろうメンバーの参加を促してゆくことも視野に入れましょう。

Ｑ＆Ａ：広域での研修の実施方法

Q：地域で学ぶ場を作りたいのですが、どのようにしたらよいでしょうか。
A：�まずは、地域内での研修ニーズを把握しましょう。その上で、テーマを絞ってより身近で具体的な支援につなげ
られるような研修会にすることがポイントです。相談支援事業者や児童発達支援センター（相談部門）が主催
するのもよいですが、より地域にひらかれた研修会となるよう、自立支援協議会や相談支援事業者連絡会など
の研修として位置づけるのもよいと思います。また、相談支援のみならず、相談支援専門員とサービス提供事
業者（児童発達管理責任者）や学校（特別支援教育コーディネーターなど）の連携、障害児支援利用計画と個
別支援計画や個別の教育支援計画の連動などをテーマに実践交流会などを行うと、地域の支援力がさらにアッ
プすると考えられます。

Ｑ＆Ａ：身近な地域での学習機会を作るには
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人もあると想定される。また、内部で実施できる場合であっても、2～3名体制ということが少なくな

い。そのため、5～10名程度で合議できるしくみが望まれ、手法としてはピアスーパービジョンもし

くはグループスーパービジョンが有効であると考えられる。

　具体的な OJTの中味としては、前述の事例検討会などの業務の共有・検討の場の開催、計画相談に

ついてのプラン精査会のほか、インターンシップ（事業者間の人材交流）などが考えられる。

　こうした OJT体制の中核的担い手は、基幹相談支援センターや児童発達支援センターの整備の議論

とリンクして考えるとよい。

４．計画相談実務のルール作り

　第 2項「事業者増加・相談支援専門員増員の必要性と増やすための取り組み」において、経営的課

題が相談支援事業への参入の阻害要因であることを述べた。このことは、同時に、計画相談実務をす

すめるにあたって、業務フローの整理や事務的な省力化を図らなければ、相談支援専門員が能率的に

実業務をすすめることができず、それはすなわち、経営環境を悪化させることに直結することを意味

している。ここでは、現場の相談支援専門員が本来の相談支援業務にできるだけ時間を割けるような

環境整備の必要性について述べる。

１）相談支援の周知・アウトリーチ

　相談支援がすすまない理由のひとつに、利用者・家族やサービス提供事業者に相談支援やサービス

等利用計画（障害児支援利用計画）の周知がすすんでいないことが挙げられる。

　サービスを利用する際にプランを作成しなければならないこと自体を知らないケースもあれば、作

成しなければならないことは知っていても、なぜそのようなものが必要なのか納得できなかったり、

不要であると感じているケースもみられる。そのため、利用者や地域の事業者に対し、相談支援の周

知を行ってゆくことが必要である。

　とくに、計画相談についての周知を、計画相談を担当する相談支援専門員が最初から行うとなると、

相当の労力をこの業務に割くことになり、相当の時間を要する場合もある。その手前で、自治体や委

託相談支援事業者・基幹相談支援センターなどが、必要性や相談支援を利用するメリットを周知し、

スムーズに計画相談支援の事業者が関わっていける流れが必要である。

　また、相談支援に関わる人が増えるということは、一定の意識統一をしないと、説明のしかたに差

異が出ることも想定される。そのため、共通で使うツール（パンフレット、契約書・重要事項説明書

などの共通化）の活用なども有効である。

Q：�事例検討会を雰囲気よくすすめるにはどうしたらよいでしょうか。
A：�経験や力量の差があろうとも、水平に自由に意見を出し合う雰囲気が重要です。そのためには、参加者全員が目
的や役割を理解して参加することと同時に、多角的に検討できるような整理・視点提示をしたり、ひとりひと
りが意見を言えるようなファシリテート役が必要になります。中核となるメンバーにとっては、こうしたファ
シリテーションも相談支援専門員として求められるスキルです。

Ｑ＆Ａ：事例検討会の持ち方について
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２）計画相談のすすめかた（プロセス）・仕事の出し方引き受け方

　支給決定プロセス（事務上の相談支援のフロー）が変更になり、様式の変更や追加なども行われた。

従来の業務フローでは不具合が出る点が生じたり、そもそも、新規立ち上げの相談支援事業者では、

どのようなフローで業務をすすめたらよいのかわからない、などの混乱も生じやすいしくみである。

　以下に、発生しやすい不具合について例示をする。事務面でも業務の共有を行い、不具合を解消す

る取り組みが必要である。

①　担当部局に提出する必要のある様式と提出時期

　フローチャートなどを作成し、行政と事業者が共有すると混乱が少ない。保護者が障害福祉サービ

ス等の支給申請書類を市町村に提出に始まり、相談支援の利用契約や計画書案の提出、支給決定、計

画書の作成と役所への提出、その後の請求事務やモニタリングに至るまで、相談支援に関する一連の

プロセスと、そこに必要となる関係書類が明確になることで、新規参入事業者であっても混乱が避け

られるようになるだろう。（図Ⅳ−２３参照：札幌市作成「指定特定（障害児）相談支援事業者用マ

ニュアル平成 26年 1月改訂版」抜粋」）

②　支給決定通知（受給者証発行）とそれを計画相談事業者が知る方法

　発行・郵送が遅れるなど、担当部局で混乱しがちであり、下記のモニタリング開始月の混乱や給付

費請求の混乱にもつながる。地域で協議しておくべき必須事項である。

　市町村で支給決定が行われたのち、受給者証は申請者である保護者のもとへと届く自治体がほとん

どであることから、決定結果を保護者に確認するか自治体に問い合わせるしか方法がない。その結果

として、新規参入事業者を中心に正式な障害児支援利用計画の作成を事業者が失念するケースや、請

求のタイミングを見失うケースが発生する。支給決定がなされたのち、計画案を提出した事業者にも

決定通知の控えなどが届くような仕組みを検討するべきである。

③　サービス担当者会議の実施方法と、事前連絡会議等の実施意義

　サービス担当者会議の参加者（誰を招集するか）、開催のタイミング、何をすればよいかなど、新規

立参入事業者の疑問が集中するポイントである。これについては、サービスを提供する障害児通所支

援事業者での児童発達支援管理責任者であっても、児童期特有となる関係事業者などの情報をほとん

ど持たずに事業を実施している状況であることから、障害児相談支援事業に携わる相談支援専門員と

ともに、地域に応じた社会資源の実情と役割を共有する必要がある。そのためには、自立支援協議会

の子ども部会などを活用し、特に子どもの場合は障害保健福祉圏域単位での社会資源マップ作りや、

情報交換の機会を積極的に設けていくべきであろう。

　また、本稿Ⅳ．障害児支援利用計画の基本プロセスと相談支援専門員の役割でも述べているが、児

童期の場合は成人期以上に関係機関との連携が多様となる時期である。加えて、不安を抱えながら今

すぐにでも子どものために何かをしたいと願う保護者の相談に応じることが多いことから、サービス

利用のタイムラグを減らし、保護者の不安を解消するためにも、計画案作成前に必要な情報を共有し

確認するための「事前連絡会議など」の開催は非常に効果的である。

　成人期の福祉資源以上に、児童期はサービス量の整備途上であることから、サービス利用の需要に
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図Ⅳ−２３　支給申請から給付費等支払までのフローチャートの例（札幌市作成資料）
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事業者数が不足傾向にある。事前会議によって各事業者の受け入れの実情や支援内容を把握し、子ど

もや家族のニーズとのマッチングを検討する必要がある。サービス利用を検討する事業者の実情を事

前に把握しておかないと、事業者で実施不可能な障害児支援利用計画を提示することとなり、事業者

の個別支援計画とのミスマッチが発生するだけでなく、受け入れ自体が難しくなることになりかねな

い。ともすると、複数の機関によって異なる方針が家族に示されていることがあり、それぞれの事業

者が納得できる利用計画案を示していくためにも、支給決定後のサービス担当者会議ではなく、事前

の連絡会議が児童期支援において重要な役割を果たす。

　いずれにせよ、障害児相談支援の実情が見えてきたからこそ、より効果的なプロセスを再検討する

機会であろう。

④　モニタリング

　モニタリングを行う月、方法、変更があった場合の対応など、サービス担当者会議と並んで、疑問

が集中するポイントである。本来であれば、計画で目標とする発達支援や家族支援、地域支援につい

て、確実に実施されているか、あるいはどの程度の支援効果が提供できているのかについて、明確な

根拠を確認できる方法で実施されるべきである。そのためには、電話での確認や事業者や家庭に赴い

て確認および評価をするべきであり、単純に事業者の個別支援計画の評価票を入手するだけでモニタ

リングに変えるようなことは望ましくない。

⑤　仕事の出し方（引き受け方）

　計画相談の事業者は、非常に手薄な人員体制のところが多く、新たな仕事の入り方で混乱するケー

スがよく見られる。とくに立ち上げ当初については、どのような人がどのような経路でアクセスして

いくのか、地域のサポートが必要である。契約制度下では、必要なサポートも限られるであろうが、

できる限りの配慮が必要である。機関相談支援センターが設置される市町村においては、同センター

が地域の相談支援事業者への助言や人材育成支援や、関係機関の連携支援を行うことで、相談支援機

能を強化することとなっているが、設置が難しい市町村にあっては自立支援協議会を活用するとよい。

また、平成 27年 3月までの経過措置期間中は、新規・更新となる利用者にどのように作成してゆく

かなども地域で議論が必要である。とくに児童の場合は、3月など更新者が集中する月がある自治体

も多いと想定されることから、すでに実施している例として、誕生月を更新期日にするなど地域の実

情に応じた見直しをするとよい。

⑥　請求関係

　とくに新規の利用者について、②の支給決定通知（受給者証発行）とそれを計画相談事業者の知る

方法でも述べたように、請求月が混乱しやすいなどの事務上の混乱がみられやすいとともに、請求事

務についても、他サービスとの相異から混乱が多い。

　他の事業では給付費請求書とあわせ実績記録表への利用者押印に基づき、当該月の事業費請求を行

うことに比べ、請求根拠が曖昧になりやすいところに混乱がみられることから、支給決定を知る方法

が②で述べたように決定通知の控えが届くようになれば、これを請求書類へ添付して事業の実施の根

拠に変えることもできる。いずれにせよ一定のルール作りが必要である。
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⑦　セルフプランのあり方

　そもそもセルフプランとは、障害のある当事者が自らケアマネジメントの手法を用いて作成する利

用計画のことを指す。そのため、子どもの計画相談におけるサービスの主体は一義的に子ども本人であ

ることから、あえて言うなれば家族が作成したものはセルフプランではなく「ファミリープラン」と

して分けて考えるべきである。仮に、相談支援事業者が不在あるいは少ないなどの地域事情のため、

仕方なくセルフプランを自治体が選んだのであれば、本来その内容を同じくケアマネジメントの技法

をもって十分に判断できる人材を担当者として配置するべきである。当該担当者の配置が困難な自治

体の事情を考慮したとき、セルフプランは結果的に現状よりも自治体業務を増やす事態にもつながる

ため、安易に選択するべきではない。

　なかには、子どもの支援に不案内な相談支援専門員が作成する利用計画は必要ないと考える保護者

がいる一方で、子どもの生活リズムや思いに目を向けず、親の都合だけで支給量を要求する保護者も

おり、相談支援専門員が困惑するケースがある。保護者が望むままに支給決定をすることができない

セルフプランが出てきたときに、その内容について行政が指導・助言をしていく必要が出てくる。ま

た、事業者側からプランの内容に対応できないといった訴えがあった場合にも混乱が生じる。その場

合に、セルフプランの進捗管理やモニタリングなどは誰が実施をし責任を負うことになるのか曖昧な

ままである。

　現状において市町村にみられるセルフプランへの取り組みの多くは、本来の相談支援が目指す体制

とはかけ離れた当座をしのぐ選択であるため、実施するのであれば、市町村や障害保健福祉圏域の実

情をよく知る第三者が十分にアドバイスをしていく必要がある。

　他方で、当然のことながら家族が十分な知識を有し、我が子のために将来を見据えて必要となる発

達支援サービスをコーディネートできる家庭であれば、セルフプラン（ファミリープラン）を作成す

ることを応援することも家族支援や地域支援の一環になる。そのため市町村や相談支援事業者は、こ

うした家族を支援できるだけの知識と経験が必要となるが、同時に地域の相談支援体制の充実にため

に人材育成に協力を求めることも必要となるだろう。

　本来であれば、市町村においてセルフプランを導入するうえで、その対象者や取扱い方を自立支援

協議会などで十分に議論をしておく必要がある。とくに児童期においては、子ども自身の将来に向け

た発達保障にかかわる問題であることから、早急に市町村で検討することが必要である。

⑧　その他の事務処理

　これまで挙げた点にも関係するが、事務処理が煩雑であることに加え、相談支援の請求のみは相談

支援専門員が行うルールとなっている事業者もみられる。事務処理についてはフローチャートの作成

やマニュアル化、業務を省力化するソフトウェアの導入、あるいは事務費相当分を含めた給付費の見

直しなど、省力化を実現する方策を検討する必要がある。
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Q：�行政の窓口で、放課後等デイサービスを利用したいことを伝えると、相談支援事業者に利用計画の作成を頼む
か、自分で書いてもいいですとだけ言われ、セルフプランという様式を渡されました。書き方がわからないと
伝えると、相談支援事業者に聞いて下さいとも言われましたが…。

A：�セルフプランの書き方がわからない家族に対しては、正式な支援プロセスのなかで「相談支援専門員と一緒に
作成した利用計画」を経験してほしいものです。数年かけていくうちに、ケアマネジメントなどの理解もでき
ていき、セルフプランが作成できるようになるかもしれません。但し、わが子といえども、保護者の気持ちが
先行してしまうことは多いものです。第三者の機関が入ることで、子どもの気持ちを改めて考える機会となり
ます。まずは相談支援事業者と一緒に作成し、経験を積まれたらご家族で作成されるように促すことも方法で
はないでしょうか。

　　�また、ご質問の方がお住まいの市町村は、相談支援体制自体が混乱状態のようです。都道府県レベルで、アド
バイザー事業を活用するなどの相談支援体制へのテコ入れが必要と考えられます。

Ｑ＆Ａ：児童期におけるセルフプランについて

５．地域づくりと地域での協議の土俵づくり

　これまで本稿Ⅴの 1～4において、児童期の相談支援の仕組みをどうデザインし、関わる人をどう増

やし・育て、計画相談についてはどのようなルール作りが必要か、について述べてきた。ここでは、

これらの相談支援体制整備をどこで・誰が・どのようにして行っていくかについて述べる。

１）協議の場づくりと自立支援協議会の活用・活性化

①　協議の場づくり

　相談支援の体制整備を行うにあたっては、検討の場づくりが重要である。行政の担当各部局や相談

支援事業者、サービス提供事業者など関係する機関が同じテーブルにつき、水平の立場で協議できる

協働環境が必須と言える。

　こうした検討に有効な場のひとつとして、自立支援協議会が挙げられる。なかでも、子どもの地域

課題について検討する場（例えば子ども部会やプロジェクトチームなど）や、相談支援について検討

する場（例えば相談支援部会、自立支援協議会事務局会議など）で取り扱うことが想定される。

　自立支援協議会の活用が困難な場合は、新たな検討の場を設定するのもよいが、参加を求めたい関

係者が集まる既存の場があれば、それを（母体として）活用することも視野に入れるとよい（例：行

政の庁内連携会議、地域の事業者連絡会、要保護児童対策地域協議会など）。

②　地域のキーパーソンは誰か？

　体制整備の作業を行うにあたっては、核となる存在が必要である。誰が核となるかは、その地域に

より異なるため、キーパーソンの発見（もしくは本人たちの自覚）が重要である。相談支援従事者サ

イドでは、基幹相談支援センターや委託相談支援事業者の中堅職員が一般的には該当すると考えられ

るが、行政にも核となる担当者がいることが施策の最大の推進力となる場合が多く、キーパーソンと

いう面においても、官民協働がポイントである。とくに協議の場に参加する関係者が多い地域におい

ては、準備のためにキーパーソンが集まる事務局会議的機能や事前の調整も重要である。

　また、これから新たに体制整備をすすめてゆく地域においては、アドバイザー的な存在を招いたり、

広域的な支援を要請することも視野に入れる必要がある。
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Q：アドバイザー的な存在としてはどのような人が考えられますか。
A：�外部からアドバイザー的な存在を招くにあたっては、自立支援協議会の会長などとして学識経験者に参加して
もらい、自立支援協議会のデザインや運営にも助言をもらうとか、配置型の圏域コーディネーターが配置され
ている都道府県では、コーディネーターに自立支援協議会に参画してもらうなどが想定されます。また、派遣
型のアドバイザーが要請できる都道府県の場合は、こうしたアドバイザーの助言をもらうことも有効でしょう。

Ｑ＆Ａ：アドバイザーの人選について

２）地域課題の抽出と資源開発への取り組み

　これまで地域づくりの一環としての相談支援体制の整備について述べてきたが、さらに一歩すすめ

て、地域づくりを深めてみることにする。

　個別の支援において、解決すべき課題があるのに、解決策が見つけられず、利用者の相談を聞くの

みに終始せざるを得ないことがある。しかも、本来は地域に資源（フォーマル・インフォーマルを問

わず）があれば解決できる課題である場合、それは地域の課題ということになる。まして、そうした

課題が一人だけでなく、複数の利用者に共通する課題であれば、なおさらである。

　こうした時、資源を新たにつくり出し、課題を解決することも相談支援専門員の重要な仕事のひと

つである。

　「資源を作り出す」といっても、施策化し予算をつけるという問題ばかりではない。その解決方法

は多様である。たとえば、既存の資源を活用し、ちょっとした工夫によって課題解決に結びつけるこ

ともあれば、スキルの問題を原因とする課題であれば関係機関が集まって研修を行うことで解決でき

る課題も存在する。

　こうした地域の課題の共有や解決の機能もまた、自立支援協議会の役割のひとつとして挙げられて

おり、議論の土俵として活用することが重要である。

６．障害児相談支援の成熟にむけた将来展望（まとめ）

１）基本相談の重要性と障害児等療育支援事業も踏まえた重層的な支援体制づくり

　どのような相談支援でも同様ではあるが、児童期の相談支援においてはとくに基本相談が重要であ

る。換言すれば、業務に占める比率が極めて大きい。とくに気づきや受容をうながす時期の取り組み

Q：�自立支援協議会で取り組みやすい課題の例があれば教えてください。
A：�予算化の必要なものは時間を要したり、難航するケースが多いと考えられます。まずは、地域の関係者の創意
工夫や連携で解決できることに取り組むことがよいと考えられます。

　　�たとえば、相談機関の連携の方法は全国に共通する課題といえます。「人が変わると何度も同じ話をしないとい
けない」という声には、サポートブックなどの連携ツールの開発などが考えられます。また、ソフト的なつな
ぎとしては、幼保から学校へ、学校から就労先・通所先へといった関係者の引き継ぎ・ネットワーク作り（効
果的な移行支援会議のもちかたの検討）なども考えられます。こうした議題を、解決すべき関係者が水平の立
場で議論する土俵として、自立支援協議会の子ども部会や相談支援部会などが想定されます。いきなり自立支
援協議会に提出することは、ハードルが高い場合は、連携を考える勉強会を有志でひらき、それを積み重ねて
ゆくのもひとつの方法です。

Ｑ＆Ａ：自立支援協議会について
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に時間と期間を要する場合が多いということである。また、就学前には通園などの福祉サービスを利

用するが、就学で一旦福祉サービスが中断されるケースも多い。このような場合の相談支援専門員の

関わりはどうなるのであろうか。

　現状では、福祉サービス利用にかかる利用計画作成を主業務とする現在の指定障害児相談支援の役

割は、業務内容と事業収入構造からして、限定的にならざるを得ないのではあるまいか。現実を受け

止めきれなかったり、どうしていいかわからない気持ちの保護者と向き合いながら、子どもを中心に

置いて、子育ての見通しを立ててゆく作業や、福祉サービスの利用を伴わない学齢期の長期にわたる

相談は、現在の指定障害児相談支援の業務からは大きく逸脱する。また、報酬の算定構造や単価から

見ても、この部分を担うだけの報酬は見込むことができない。

　また、障害児の通所支援サービスの利用が決定した段階は、そこまでの相談を担ってきた者と保護

者との関係が一定以上構築された段階である。このタイミングから、新たに計画相談の相談支援専門

員としてチームに加わるという状況も想定がしづらく、整理が必要と考えられる。

　同時に、相談支援専門員が関わるメリットがあることも事実である。サービスを利用するようになっ

た時期以降において、今までより丁寧な相談支援が受けられる体制になったこと、そのことで、ライ

フステージをつないでゆく継続的な支援の担い手としても期待できること、これまで保護者を介して

放射状に散っていることが多かった支援者がチーム支援を行えるようになること、そのための支援の

可視化のツールとして障害児支援利用計画は有効であることなどがあげられる。

　こうしたメリットを持ちながらも不安定な状況にある障害児相談支援に対し、基本相談に相当する

きめ細かく丁寧な相談支援や地域づくりを担ってきたのが障害児等療育支援事業である。一般財源化

されて以降、すでに事業を廃止した都道府県もあるように、制度的（財源的）な基盤が危うくなって

いるが、障害児相談支援と異なり契約などの事前手続きが不要であることから、事業を継続する都道

府県においては子どもの発達に対する「気づきの段階」から子どもや家庭状況に精通し、柔軟な手法

図Ⅳ−２４　連携・チーム支援と相談支援専門員
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により社会資源を確保しながら地域と家庭をつなぐ取り組みをしており、障害児相談支援事業では応

じられない範囲に対しても効果を表している。利用計画作成は相談支援（基本相談）を十分に行った

結果作成される支援方針を共有するためのツールであり、それ自体が目的ではないことから、地域の

相談支援体制を強化していくためには、障害児等療育支援事業も加えた重層的な障害児相談支援体制

が必要になる。

　また、障害児等療育支援事業が廃止された地域であっても、現在障害児相談支援に携わる者がかつて

障害児（者）地域療育等支援事業においてコーディネーターを担っていたベテラン職員であったり、

心理職や保健師などの子育て支援に精通した専門職が担っているケースもある。保護者にとって相談

支援専門員が変わることはあまり望まないことから、ベテランや専門職が相談支援専門員を担う意味

は大きいが、報酬単価から見て雇用するに十分ではない現状である。そのため、障害者就業・生活支

援センターにみられるような主任ワーカー制度や、専門職配置加算のような加算制度を検討すること

も、息の長い支援を継続的に行ううえでは検討するべきであろう。

　今後、指定障害児相談支援の相談支援専門員の役割をどのように位置づけるのかは、基本相談の担

い手の議論を含めて再検討が必要であり、制度として明確に示されるべきではなかろうか。これは、

各地域で議論すべき課題ではなく、全国的な問題である。

２）子ども・子育て支援新制度との支援の連続性

　平成 27年度以降の消費税増税を背景に、平成 24年 8月「子ども・子育て関連 3法」が成立した。

これに基づき市町村では「子ども・子育て支援新制度」の実施に向けて「地方版子ども・子育て会議」

の設置を進めている。急速な少子化の進行や地域環境の変化に対し、子ども・子育て支援に必要な給

付や養育者への支援を行い、一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現を目的と

しているが、現時点で障害のある子どもたちがその対象として市町村で議論される可能性は乏しい。

　しかしながら、「市町村子ども・子育て支援事業計画」の作成にあたっては、特別な支援が必要な子

どもの受入体制についても記載を検討することとされ、具体的なサービス利用段階にあっては必要に

応じて障害児相談支援との連携を推進することとされている。

　「障害児支援の見直しに関する検討会報告書（平成 20年 8月）」においても、子どもは次世代を担

う社会の宝とされ、国連の児童権利宣言や児童の権利に関する条約にも、子どもは心身ともに健全に

育つ権利を保障されるべきものであるとされている。これらは障害のある子どもやその家族について

も同様であり、障害のあることが大きな不安や負担とならないよう必要な配慮を行い、子どもの育ち

と子育てを支えていくことが必要とされている。

　今後の共生社会の実現を考えたとき、必要に応じて連携するのではなく、幼少期から障害児が他の

子どもと同じステージで地域生活が送れるよう確実に連携し、同じ子どもとして支援の切れ目が発生

しないようにすることが重要である。そのためには、障害児相談支援そのものが子ども・子育て支援

新制度あるいは児童福祉法に基づく財源措置とすることも検討に値するのではないだろうか。

３）地域連携をさらにすすめるために

　障害児相談に大切な視点のひとつに、ヨコ（チーム支援）とタテ（ライフステージをつなぐ）をつ
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なぐ支援が言われる。

　このうちチーム支援は、相談支援専門員がこれから関わりを深めてゆくことで、ネットワーク構築

がなされてゆく地域も多いと考えられるが、教育機関（とくに普通級）との連携については、課題が

大きいと考えられる。子どもの権利条約においても謳われているうえ、障害者の権利条約が批准され

たことにより、さらなるインクルーシブ教育の推進が求められると考えられるが、その文脈において

も、連携の重要性は増すものと考えられる。

　同時に、ライフステージをつなぐ支援にも課題が見られる。とくに児童と成人の支援には大きな切

れ目がある地域が多いようである（児童期の中にもいくつかの切れ目がある）。前項の役割分担とも関

わるが、地域の相談体制をどうデザインするかに加え、連携ツールの開発も重要な課題であると考え

られる。

４）相談支援のデザイン

　現在の制度では、相談支援にかかる指定事業だけでも①指定障害児相談支援事業、②指定特定相談

支援事業、③指定一般相談支援事業の 3種類が存在する。加えて、従来からの地域生活支援事業に基

づく委託相談支援、基幹相談支援センターがある。

　サービス利用者のみならず、サービス提供事業者や関係者であってもその内容が混同されがちであ

ることから、各相談支援の役割分担（とくに委託相談が担うべき業務内容の定義）が必要であるとと

もに、他の関連事業などと相談支援との役割分担や連携も重要である。

　さらに、地域格差が大きいといわれる背景には、各市町村における既存社会資源の成立過程や方針

の相違（自治体規模、サービス提供事業者の実情、各社会資源の背景となる根拠法）もあることか

ら、全国画一的よりも地域の実情に応じた相談支援体制をデザインすることが適切である。そのため

には、自治体担当者や事業者にとって分かりやすく、かつ取り組みやすくなるような一定程度のモデ

ル提示やガイドラインの作成およびその周知が急務である。

　同時に、人材育成の項でも述べたとおり相談支援に携わる人員が増え、対象者も増加する状況のな

かでは、相談支援の質の担保が重要な位置を占めると考えられる。そのため、人材育成と質の担保を

基幹相談支援センター業務としてより具体的に位置づけることを目指し、あわせて児童期支援に必要

な人材育成の内容や質を担保するための仕組みづくりについて改めて検討することが急務である。

　また、法が目指す共生社会と、障害児にかかわる相談支援やソーシャルワークとの結びつきについ

ては未だ十分な指針は見当たらない。子ども・子育て支援新制度の動向を捉えながら、今一度再設計

をするべきであると考える。
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第 4章　資　料　編
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調査資料Ⅰ「障害児・者相談支援事業全国連絡協議会加盟事業者実態調査」
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調査資料Ⅱ−１「障害児相談支援・事業者調査」（ヒアリング調査）
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調査資料Ⅱ−２
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調査資料Ⅱ−３
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調査資料Ⅱ−４
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